
学校の再開に関する御協力のお願い

１ 学校における感染症対策

(1)基本的な感染症対策

○検温表による健康状態の把握（登校時に昇降口で回収します）

○こまめな手洗いとアルコール消毒の励行

登校後、授業後の休み時間、給食前、清掃後、部活動終了後 等

○マスク着用（御協力をお願いします）

○教室等の消毒…児童下校後、教職員が行います。

(2)集団感染の防止対策

３密（密閉空間、密集場所、密接場面）をできる限りつくらないようにします。

○話し合い活動や作業や運動等の活動では密接場面を避けるよう授業を行います。

○全校集会等は、原則行いません。

○給食は席を離し、前を向いて食べることを継続します。

○教室はこまめな換気を行います。

２ 御家庭における御協力について

(1)毎朝、検温と綿密な健康観察を行い、検温表への御記入をお願いします。

(2)帰宅後の手洗いや健康状態の把握をお願いいたします。

(3)マスクが手に入りにくい状態が続いていますが、マスクの着用をお願いいたします。

また、手作りマスクに関する情報がインターネット等で公開されていますので、参考

にしていただけると幸いです。

(4)ハンカチやハンドタオルの携行をお願いいたします。

(5)免疫力を高めるため、規則正しい生活や十分な睡眠、バランスのとれた食事を心がけ

るようお願いいたします。

３ 風邪の症状がみられる場合の対応

(1)発熱（微熱も含みます）や咳などの風邪の症状がみられる際には、症状が回復するま

で自宅で休養するようお願いいたします。この場合、欠席ではなく「出席停止」の扱

いとします。

(2)風邪の症状があり、保護者様の判断で学校を休ませる場合には、「欠席」扱いとはせ

ず、「出席停止」の扱い（インフルエンザ等と同様）とします。

４ その他

(1)アルコール消毒液の入手が困難になっていますので、十分な量が確保できない場合に

は、石けんでの手洗いと給食時の使用を優先しますので御理解ください。

(2)感染状況は日々変化しているため、それに応じて上記の内容を変更することになりま

ます。新たな対策を追加したりすることもありますので、御承知おきください。

(3)＜鹿沼市の相談機関＞
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